
～人を助ける 人を支える～

事業内容
BUSINESS CONTENT

境内地に特化した検索サイト「境内地ネット」や
慈善利用の「空き家ネット」等を駆使し、宗教者
様側に寄り添った取引をご提案します。境内地の
他、檀信徒様の案件も全国ご対応可能ですので
お気軽にお問合せ下さい。
※支援協会では、境内地や檀信徒様の不動産に※支援協会では、境内地や檀信徒様の不動産に
関するご相談にご対応させて頂いておりますグル
ープ会社が宅建業免許を取得しております。

不動産

各教団、宗派に即した建築修繕等のご提案を行
います。また、修繕費用の割賦相談や、融資、助
成金等もサポートします。さらに、宗教団体ごと
の内部手続き等も提携宗派であれば、宗支協グ
ループにてサポートさせて頂きます。
※建築士によるご提案

建築修繕

保険取次

保険に関する各種ご相談にご対応させて頂き
ます。保険相談員による保険申請の助言や、提
携社労士による（年金・社会保険）に関するご相
談、提携保険代理店による保険の無駄のチェッ
ク各種保険会社の比較（火災保険・生命保険・
医療保険・イベント保険、子供食堂や災害救援
ボランティアの保険・自動車保険・自転車保険）
等支援協会の無料相談をご提供させて頂きま
す。

ご相談
はこちら

ご相談
はこちら

ご相談
はこちら



人を助ける人を支える

一般社団法人
宗教者支援団体

株式会社
宗支協

宗教者支援センター
慈善事業支援・檀信徒支援・助成金・行政提言・
各種相談支援業務・建築修繕・不動産・各種保険・
つなぎ融資・統計調査等

一般社団法人宗教者支援協会グループとは？
SHUSIKYO GROUP

代表理事 ご挨拶
MESSAGE

宗教者が世に対して行う活動のご支援と
宗教者を支える各種サービスをご提供するグループです

一般社団法人　宗教者支援協会理事長   箕面 純一

宗教者様の役割は、日々の祈りの中に、宗教団体の維持運営管理を行われながら、

時に檀信徒の悩み相談対応まで広範囲に及びます。

当協会は、これら広範囲に及ぶ様々な宗教者様の後方支援を目的に活動を行っております。

宗教者様の”どうしたらいい？”に、最も近くで最善の支援を行うことが、当方の使命です。

各士業や、専門家等を相談員に迎え、事案の完結までを伴走する

”真の支援者でありたい”と考えています。

また、当協会は、将来的に更なる公益性を目的に公益社団法人へのまた、当協会は、将来的に更なる公益性を目的に公益社団法人への

移行を目指す非営利団体です。

団体の理事及び社員等は全員が、信仰を持つ宗教者のみで構成されており、

宗教者様側に寄り添った御支援をお約束します。

少しずつご対応可能な分野を増やし、更なる宗教者様の”どうしたらいい？”

にご対応が出来ますように当協会も少しずつ歩みを進めて参ります。

どうぞご支援の程を宜しくお願い申し上げます。



債務（借金問題）に関するご相談
当支援協会では、債務（借金）でお悩みの方
のご支援をさせて頂いております。
借金の悩みはデリケートですので、もう払えな
いとなった際に、すぐに専門家に相談すれば、
大事に至らないこともあります。
当支援協会では、競売回避を目的とした不動当支援協会では、競売回避を目的とした不動
産関連の競売回避支援センター（任意売却）
を保有しており、檀信徒様の債務に関する支
援に力を入れています。
また借金問題の弁護士等への取り次ぎ支援
（任意整理、個人再生、自己破産、会社更生（任意整理、個人再生、自己破産、会社更生
等）及び、金融機関の緊急融資探索等もご支
援しておりますので、お気軽にご相談下さい。
宗教者の方と共に檀信徒様の債務問題に取
り組ませて頂きます。
※当支援協会は取り次ぎまでとし、正式なご
依頼は弁護士に依頼して下さい。

ご相談
　はこちら

当支援協会では、生前のご相談や、身寄りの無
い方の身元保証、認知症になられた檀信徒様
のお悩み相談、お亡くなりになられた際の、複
雑な相続手続きや、葬儀費用の助成金制度の
ご案内等をご支援させて頂きます。グループに
専門の相続後見支援センターを保有しており
ますので、お亡くなりになられた方の教理、教義
に沿ったご提案が可能です。お気軽にご相談
下さい。

ご相談
　はこちら

各種SNSはスマホでQRコードを読み込んでください。

その他の支援Facebook InstagramLINE

社団名称　   一般社団法人 宗教者支援協会

代表者　      代表理事 箕面 純一（天理教御影分教会長）

所在地　      神戸市東灘区深江北町4丁目10番15号大植ビル2階

電話番号　    078-855-4630

メールアドレス info@shukyosha-shien.net

グループ会社  株式会社宗支協

設立　　　   2023年(令和5年)6月1日設立　　　   2023年(令和5年)6月1日

相談実績　   神社神道 教派神道 天理教 仏教各宗 その他諸宗

事業内容　   宗教者が檀信徒及び地域社会などに対して行う

　　　　　   公益的な活動に対し、必要な支援を行い、宗教者を

                通じた地域社会への貢献に寄与することを目的とする。

顧問　　　   顧問弁護士：浅井総合法律事務所
　　　　   　 顧問税理士：町田公認会計士事務　

　　　　　   監事：北村洋行税理士事務所　　　　　   監事：北村洋行税理士事務所

相談員保有資格  弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士

　　　　　　 不動産鑑定士・建築士・土地家屋調査士

                 宅地建物取引士・FP・損害保険トータルプランナー

                 社会保険労務士・その他国家資格者在籍

団体概要
Group Profile



「被災地支援」「こども食堂」など、宗教者の社会貢献を応援します。
寄付金・救援物資・ボランティア派遣など直接支援は元より、
「自分はできないけど応援したい人」とのマッチングなど間接的なサポートも
させていただきます。お気軽にご相談ください。

へいなんこども食堂（食材提供・助成）
ほんあいこども食堂（食材提供・助成）
こども食堂（バイク贈呈）・こども食堂（ネイル教室）
母子家庭支援

ご相談
　はこちら

石川県能登半島地震被災地支援・助成金支援

支援実績

宗教者同士の取引なので、価値が分かる・・・
「居抜き物件」だから高く売れる「居抜き物件」だから安く買える
宗教者のみで構成する非営利団体。
サイト利用者は宗教者に限定されており、
厳格な利用審査を経なければ閲覧できないシステムです。
また、掲載後も公開先宗派を自由に選択でき、
同一宗派だけに公開も可能。同一宗派だけに公開も可能。
購入希望登録制度もあり、掲載されていない地域の物件も
「探してますリクエスト」が可能。
宗支協の無料相談で取引のアドバイスも受けながら、
徐々に広がる「祈り場を託す＝託される場」として
ご利用いただければ幸いです。

・売却はしないが何かに役立てたい
・使っていない期間だけ運用したい
・一時的に借りたい
・協会移転時の仮住まいとして借りたい

貸したいと借りたいを繋ぐ架け橋としてご利用ください。

既存の空き家紹介サービスとは一線を画す
慈善利用に限定した聖俗（宗・官・産）
一体となった空き家活用促進サイトです。
“善きことを繋ぐ架け橋”としてご活用下さい。

ご相談
　はこちら

ご相談
　はこちら
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